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令和８年度「和水町地域づくり活動支援補助金事業」実施要領 

Ⅰ 地域づくり活動事業の概要 

１．趣旨 

地域の活性化及び協働のまちづくりの推進を図るために、区やその他の公共的団体が自ら考え、

自ら行動を起こす地域づくり活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。 

２．補助対象団体 

補助金の交付対象となる団体については、次の要件に該当する団体とします。ただし、団体又

は団体の代表者に本町の税等に滞納がある場合は対象外とします。 

（１）行政区、里づくり協議会、ＮＰＯ団体の他、地域づくり活動を行う団体 

（２）団体の事務所の所在地が町内にあり、町内で活動を行う団体 

（３）政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としない団体 

３．補助対象事業 

補助金の交付対象となる事業については、補助対象団体が自ら考え、自ら行動を起こす公共的

な事業で、次のいずれかの要件を満たし、年度内に完了する事業で、町の事業認定を受けたもの

とします。 

（１）地域社会又は不特定多数の者の利益につながるもの（公共性） 

（２）独自の発想又は新たな視点によるもの（独創性） 

（３）波及効果又は新たな展開が期待できるもの（発展性） 

（４）計画及び費用が実現可能で妥当なもの（現実性） 

（５）自立できることが期待されるもの（自立性） 

４．補助対象としない事業 

前項の規定に関わらず、次のいずれかひとつに該当する事業については、補助金の交付の対象

としません。 

（１）町で実施する他の補助金の対象となる事業 

（２）既に本事業の補助金の交付を２回受けたことがある事業 

（３）団体が継続的に行っている定着したイベント行事等で、本事業の補助がなくとも所期の

目的はおおむね達成できるもの。ただし、団体における新規事業、伝統行事の復活事業

については対象とします。 

（４）政治、商行為など特定の目的のあるもの 

（５）宗教に深く関わりのあるもの 

宗教活動及び宗教行事は認めないものとし、伝統文化や文化遺産などを活用する事業に

あっては、宗教的活動及び宗教行事とならない工夫が必要 

（６）備品（１品５万円未満の備品を除く）などの購入や施設の修繕が主となるもの 

（７）その他、町長が適当でないと認めた事業 

５．補助対象となる経費 

補助対象事業を行うのに必要な経費。（消耗品費、講師に対する謝金、旅費交通費、印刷製本

費、通信運搬費、使用料、賃借料、原材料購入費等） 

ただし、事業を行うのに必要な機器の賃借、業者委託に係る経費は事業費の１０分の２を限度

とします。 

また、次に掲げる経費は対象外とします。 

（１）団体の事務所等を維持するための経費  

【例：団体事務所の家賃、光熱水費等】 

（２）団体の経常的な活動に要する経費 

【例：団体の通常活動に要する消耗品、備品の購入等】 

（３）団体の構成員による会合の飲食代 

【例：会議の際の食事、茶菓子代、懇親会費等（事業実施に係る会議又は活動等

における社会通念の範囲内と認められる飲食費を除く。）】 
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（４）団体の構成員に対する人件費、旅費及び謝礼 

６．補助率及び補助金額 

補助率は事業の公共性、効果等により次のとおりとします。また、補助金について、事業費が

３０万円を超えるものについては、３０万円を限度とします。 

（１）事業により地域の活性化に協働のまちづくりの視点から効果が大きく、 

かつ公益性の大きい事業                  100分の 100以内 

（２）事業により地域の活性化に効果が大きいと認められる事業    100分の 75以内 

（３）事業の内容により、補助の必要性があると認められる事業    100分の 50以内 

なお、同一事業に対する補助金の交付は２回を限度とします。 

また、補助金の採択は、原則として１団体１事業とします。 

Ⅱ 事業の募集 

１．応募期間 

令和８年４月１日（水）から令和８年４月２２日（水）午後５時 

２．応募先 

和水町役場 まちづくり課 企画振興係 

電話  ０９６８－８６－５７２１（直通） 

ＦＡＸ ０９６８－８６－４２１５ 

※事業内容や事業認定申請書記載内容について確認を行いますので、郵送等の応募は出来ませ

ん。必ず内容等の分かる人が持参してください。なお、お越しになる際は、必ず予めご連絡

ください。 

３．応募方法 

募集期限までに「地域づくり活動支援補助金事業認定申請書」に必要事項を記入の上、応募し

てください。 

４．認定審査会への参加 

応募された事業内容を説明してもらうため、認定審査会を開催します。 

認定審査会の開催日時等については、後日通知します。 

Ⅲ 事業の認定審査会 

事業等の認定申請のあった事業について、事業の選考並びに補助率及び補助金の交付額等を審査す

ることを目的として、和水町地域づくり活動支援補助金事業認定審査会を開催します。 

１．申請事業等の説明 

認定申請を行った団体の代表者（３人以内）は、認定審査会に出席し、認定を受けようとする

事業等について次の手順により、説明を行っていただきます。 

（１）説明時間は１団体概ね１０分程度とし、大幅に時間を超過したものについては説明の途

中であっても説明を終了させていただきます。時間内に工夫して内容を説明してくださ

い。 

（２）事前に提出された申請書及び添付書類については、予め審査員に配布し、事務局から簡

単な説明をしてありますので、そのことを前提に説明をしてください。なお、認定審査

会当日に、追加資料を用いて事業の説明をすることは認められません。 

（３）事業説明後、審査員から事業内容等について質問することがありますので、簡潔に回答

してください。 

２．審査手順 

（１）審査員 

認定審査会は、４人程度の審査員で審査を行います。 

（２）補助率の基準 

①地域の活性化に効果的な事業で、社会又は不特定多数の者の利益につながる事業であ

ること。また、事業終了後も継続的に活動等が見込める事業。（補助率１００％以内） 
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②地域の活性化に効果的な事業であること。また、事業終了後も継続的に活動等が見込

める事業。（補助率７５％以内）  

③地域の活性化に対する効果はあまり大きくないが、事業内容的に補助の必要性がある

と考えられる事業。（補助率５０％以内） 

④上記以外の事業で補助の対象とならない事業。（補助率０％） 

３．審査方法 

（１）審査員は、認定申請書及び審査会での説明、質疑により審査を行います。 

（２）審査員の審査結果により、事業等の認定、補助率等を決定します。 

（３）認定の順位については、審査員の協議により決定します。 

（４）審査の結果、認定を受けた事業等であっても、認定順位により、予算に不足が生じた場

合においては、認定結果にかかわらず、補助金を交付しない場合があります。 

（５）審査結果（認定団体、補助率、交付額の査定）を町長に報告します。 

４．交付額の査定 

事業費等の内訳に対象とならない経費が含まれている場合は、その経費について減額します。

また、事業計画と予算の説明によっては、補助金額を減額する場合があります。 

   例：原材料費や消耗品費などが明らかに一般的な価格より高額な場合。 

     賃借料、委託料が全体事業費の１０分の２を超えている場合。 

５．認定結果の通知 

認定審査会の結果については、認定の可否、対象経費、補助率等を後日、団体の代表者に対し

て書面で通知します。なお、各審査員の審査内容は公表しません。 

Ⅳ 補助金の交付 

補助金の交付は、原則として事業完了後に交付するものとします。 

Ⅴ 事業の追加募集 

認定審査の結果、予算に余剰が生じた場合においては、事業の追加募集を行う場合があります。 

Ⅵ 地域づくり活動支援補助金事業の流れ（予定） 

 

   認定申請書の提出       令和８年４月１日（水）～令和８年４月２２日（水） 

     ↓ 

   認定審査会の開催       ４月下旬～５月上旬 ※別途通知 

     ↓ 

   事業等の認定の通知      ５月中旬 

     ↓ 

   補助金交付申請書の提出    事業等開始前 

     ↓ 

   補助金事業実績報告書の提出  事業等完了後 

     ↓ 

   補助金の交付         事業等完了後 

 

【お問合せ】 

和水町役場まちづくり課 企画振興係 

電話：０９６８－８６－５７２１（直通） 


